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財政的援助団体等の監査結果について 
 

監査委員は、令和元年１０月３０日から令和２年３月１８日までの間に、財政的援助団体等２６団体
について監査を実施し、５団体で１０件の指摘事項が認められました。 

 

１ 監査の内容 
県が財政的援助等を行った 26 団体について、当該財政的援助、出資又は公の施設の管

理に係る平成 30年度における出納その他の事務の執行を監査しました。 

 

２ 監査の結果 

実施団体数 

指摘事項が 

認められた団体 

 内訳 

不適切事項 要改善事項 

団体数 件数 団体数 件数 団体数 件数 

２６ ５※ １０ ５※ ６ ３※ ４ 
※不適切事項と要改善事項がともに認められた３団体を含む 
 
（参考）前回の財政的援助団体等の監査結果  

27 ６ ８ ６ ８ ０ ０ 
  

不適切事項とは、「法令に違反するもの」「不経済な行為又は損害が生じているもの」「事務処理等が適切を欠く 
もの」などに該当するものです。 

要改善事項とは、「経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要なもの」「事務・事業の執行に当たり、今 
後、改善又は見直しが必要なもの」に該当するものです。 
 
 財政的援助団体等の監査は、県が、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助
を与えている団体や４分の１以上出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証（債務保証）している団
体、公の施設の管理を行わせている団体（指定管理者）の当該財政的援助団体等に係る出納その他の事務の執
行を監査するもので、対象となる団体については、補助額等によって毎年から７年に１回までの周期等により監査を
実施しています。 
 

※ 詳細は、別添「監査の結果に関する報告について」（令和２年３月25日付け）のと

おりです。 
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